
 

 

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
の
一
部
改
正
） 

第
六
十
条 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
令
和
五
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
及
び
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予

防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
数
並
び
に
限
度
単
位
数
の
一
部

改
正
） 

第
八
条 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
及
び
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介

護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
数
並
び
に
限
度
単
位
数

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

別
表
第
一
 

別
表
第
一
 

１
～
５
 
（
略
）
 

１
～
５
 
（
略
）
 

６
 
指
定
通
所
介
護
 

６
 
指
定
通
所
介
護
 

イ
 
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
通
所
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

92

条
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
受
託
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
指
定
通
所
介
護
受
託
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設

基
準
（
平
成
2
7年

厚
生
労
働
省
告
示
第

96
号
。
以
下
「
施
設
基
準
」
と
い

う
。
）
第
５
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
厚
生
労

働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
と
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、

当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
厚
生
労
働
省
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ

る
も
の
（
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
当
該
方
法
に
よ
る
届
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
子
メ
ー
ル
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
と
す
る
。
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

67

号
）
第

2
5
2
条
の

1
9
第
１
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う

。
）
及
び
同
法
第

2
52
条
の

22
第
１
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と

い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
市
長
。
以
下
同
じ
。

）
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
（
以
下
「
老
健
局
長
」
と
い
う
。
）

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
9
3
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事
業
所
を

い
う
。
）
に
お
い
て
、
指
定
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
施
設

基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
利
用
者
の
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て
、

現
に
要
し
た
時
間
で
は
な
く
、
通
所
介
護
計
画
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基

準
第

9
9条

第
１
項
に
規
定
す
る
通
所
介
護
計
画
を
い
う
。
）
に
位
置
付
け

イ
 
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
通
所
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

92

条
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
受
託
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
指
定
通
所
介
護
受
託
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設

基
準
（
平
成
27年

厚
生
労
働
省
告
示
第

96
号
。
以
下
「
施
設
基
準
」
と
い

う
。
）
第
５
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県

知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

67
号
）
第

252
条
の

19
第
１
項

の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第

252
条
の

22
第
１
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指

定
都
市
又
は
中
核
市
の
市
長
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
た
指
定
通
所
介

護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

93条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定

通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
指
定
通
所
介
護
を
行
っ
た
場

合
に
は
、
当
該
施
設
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
利
用
者
の
要
介
護
状

態
区
分
に
応
じ
て
、
現
に
要
し
た
時
間
で
は
な
く
、
通
所
介
護
計
画
（
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
99条

第
１
項
に
規
定
す
る
通
所
介
護
計
画
を
い

う
。
）
に
位
置
付
け
ら
れ
た
内
容
の
指
定
通
所
介
護
を
行
う
の
に
要
す
る

標
準
的
な
時
間
で
算
定
し
た
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

表
の
通
所
介
護
費
（
以
下
「
通
所
介
護
費
」
と
い
う
。
）
に

100
分
の

90

を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
算
定
す
る
。
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ら
れ
た
内
容
の
指
定
通
所
介
護
を
行
う
の
に
要
す
る
標
準
的
な
時
間
で
算

定
し
た
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
（

以
下
「
通
所
介
護
費
」
と
い
う
。
）
に

10
0
分
の

90
を
乗
じ
て
得
た
単
位

数
を
算
定
す
る
。
 

 
ロ
・
ハ
 
（
略
）
 

 
ロ
・
ハ
 
（
略
）
 

７
 
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 

７
 
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 

イ
 
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
基
準
第

1
10
条
に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
施
設
基

準
第
６
号
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ

る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
（
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
基
準
第

1
11
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
事
業
所
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
利
用
者
の
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て
、
現
に

要
し
た
時
間
で
は
な
く
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
（
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
基
準
第

1
15
条
第
１
項
に
規
定
す
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
計
画
を
い
う
。
）
に
位
置
付
け
ら
れ
た
内
容
の
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
を
行
う
の
に
要
す
る
標
準
的
な
時
間
で
算
定
し
た
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
（
以

下
「
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
」
と
い
う
。
）
に

100
分
の

90
を
乗

じ
て
得
た
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

イ
 
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
基
準
第

1
10
条
に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
施
設
基

準
第
６
号
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

111
条

第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を
い
う
。

）
に
お
い
て
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

利
用
者
の
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て
、
現
に
要
し
た
時
間
で
は
な
く
、

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

115
条

第
１
項
に
規
定
す
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
を
い
う
。
）
に
位

置
付
け
ら
れ
た
内
容
の
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
の
に
要

す
る
標
準
的
な
時
間
で
算
定
し
た
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
（
以
下
「
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
費
」
と
い
う
。
）
に

100
分
の

90
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
算
定

す
る
。
 

 
ロ
 
（
略
）
 

 
ロ
 
（
略
）
 

８
 
（
略
）
 

８
 
（
略
）
 

９
 
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
 

イ
 
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

18年

厚
生
労
働
省
令
第
3
4
号
。
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と

い
う
。
）
第
1
9条

に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
係
る
受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
以
下
「
指
定
地
域
密

９
 
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
 

イ
 
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

18年

厚
生
労
働
省
令
第
34
号
。
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と

い
う
。
）
第
19条

に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
係
る
受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
以
下
「
指
定
地
域
密
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着
型
通
所
介
護
受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
施
設
基

準
第

2
7号

の
２
イ
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様

式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

20
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型

通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
指
定
地
域
密
着

型
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
利
用
者
の
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ

て
、
現
に
要
し
た
時
間
で
は
な
く
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
計
画
（
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

2
7条

第
１
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
通

所
介
護
計
画
を
い
う
。
）
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
内
容
の
指
定
地
域
密
着
型

通
所
介
護
を
行
う
の
に
要
す
る
標
準
的
な
時
間
で
算
定
し
た
、
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

18

年
厚
生
労
働
省
告
示
第

1
26
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護

給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
（
以
下
「
地
域
密
着

型
通
所
介
護
費
」
と
い
う
。
）
に

100
分
の

90
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を

算
定
す
る
。
 

着
型
通
所
介
護
受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
施
設
基

準
第

27
号
の
２
イ
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
に
届
け
出
た

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準

第
20
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
行
っ
た
場

合
に
は
、
利
用
者
の
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て
、
現
に
要
し
た
時
間
で

は
な
く
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
計
画
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基

準
第

27
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
通
所
介
護
計
画
を
い
う
。
）

に
位
置
づ
け
ら
れ
た
内
容
の
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
行
う
の
に
要

す
る
標
準
的
な
時
間
で
算
定
し
た
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

18
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

126
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以

下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）

の
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
（
以
下
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
」
と
い

う
。
）
に
100分

の
90を

乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
算
定
す
る
。

 

ロ
 
利
用
者
（
適
合
す
る
利
用
者
等
第

3
5号

の
２
の
３
に
規
定
す
る
者
に
限

る
。
）
に
対
し
て
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
が
、
施
設
基
準
第
27号

の
２
ロ
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健

局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

40
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
療

養
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
指
定
療
養
通

所
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

3
8
条
に
規
定
す
る
指
定
療

養
通
所
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
地
域
密
着

型
通
所
介
護
費
の
ロ
の
所
定
単
位
数
に

10
0
分
の

90
を
乗
じ
て
得
た
単
位

数
を
算
定
す
る
。
 

ロ
 
利
用
者
（
適
合
す
る
利
用
者
等
第

35号
の
２
の
３
に
規
定
す
る
者
に
限

る
。
）
に
対
し
て
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
が
、
施
設
基
準
第

27号
の
２
ロ
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
市
町

村
長
に
届
け
出
た
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
基
準
第
40条

第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
指
定
療
養
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
38
条
に
規
定
す
る
指
定
療
養
通
所
介
護
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
ロ
の
所

定
単
位
数
に
100分

の
90
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

 
ハ
・
ニ
 
（
略
）
 

 
ハ
・
ニ
 
（
略
）
 

1
0
 
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 

10
 
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 

イ
 
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着

イ
 
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着
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型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
4
1
条
に
規
定
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
施
設
基

準
第

2
8号

に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ

る
届
出
を
行
っ
た
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業

所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

4
2条

第
１
項
に
規
定
す
る
単
独

型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
又
は
共

用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
基
準
第
4
5
条
第
１
項
に
規
定
す
る
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
事
業
所
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
行

っ
た
場
合
に
は
、
当
該
施
設
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
利
用
者
の
要

介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て
、
現
に
要
し
た
時
間
で
は
な
く
、
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
計
画
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

52
条
第
１
項
に

規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
を
い
う
。
）
に
位
置
付
け
ら
れ

た
内
容
の
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
行
う
の
に
要
す
る
標
準
的
な

時
間
で
算
定
し
た
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表

の
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
（
以
下
「
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
」

と
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

1
00
分
の

90
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
算
定

す
る
。
 

型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
41
条
に
規
定
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
施
設
基

準
第

28
号
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
に
届
け
出
た
単
独
型

・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
基
準
第
42
条
第
１
項
に
規
定
す
る
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
又
は
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

45
条
第
１
項
に

規
定
す
る
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
に

お
い
て
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
施

設
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
利
用
者
の
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て

、
現
に
要
し
た
時
間
で
は
な
く
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
（
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

52
条
第
１
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
計
画
を
い
う
。
）
に
位
置
付
け
ら
れ
た
内
容
の
指
定
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
を
行
う
の
に
要
す
る
標
準
的
な
時
間
で
算
定
し
た
、
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
費
（
以
下
「
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
」
と
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
100分

の
90
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

 
ロ
・
ハ
 
（
略
）
 

 
ロ
・
ハ
 
（
略
）
 

別
表
第
二
 

別
表
第
二
 

１
・
２
 
（
略
）
 

１
・
２
 
（
略
）
 

３
 
指
定
通
所
介
護
（
１
月
に
つ
き
）
 

３
 
指
定
通
所
介
護
（
１
月
に
つ
き
）
 

利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
通
所
介
護
に
係
る
受
託
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
が
、
施
設
基
準
第
５
号
イ
⑵
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局

長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て

、
指
定
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
利
用
者
の
要
支
援
状
態
区
分
に
応

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
通
所
介
護
に
係
る
受
託
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
が
、
施
設
基
準
第
５
号
イ
⑵
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県

知
事
に
届
け
出
た
指
定
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
通
所
介
護
を
行

っ
た
場
合
に
は
、
利
用
者
の
要
支
援
状
態
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定

単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

 
⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

 
⑴
・
⑵
 
（
略
）
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４
～
６
 
（
略
）
 

４
～
６
 
（
略
）
 

７
 
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
１
月
に
つ
き
）
 

７
 
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
１
月
に
つ
き
）
 

 
イ
～
ニ
 
（
略
）
 

 
イ
～
ニ
 
（
略
）
 

ホ
 
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成

2
7
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
95
号

）
第

10
9
号
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様

式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事

業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
運
動
器
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
、
栄
養
改
善
サ

ー
ビ
ス
又
は
口
腔 く

う機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
を
実
施

し
た
場
合
に
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算

す
る
。
た
だ
し
、
運
動
器
機
能
向
上
加
算
、
栄
養
改
善
加
算
又
は
口
腔 く

う機

能
向
上
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
加
算
は
算
定
し
な

い
。
ま
た
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

ホ
 
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成

27
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
95
号

）
第

109
号
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に

届
け
出

た
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対

し
、
運
動
器
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
、
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
又
は
口
腔 く

う機
能

向
上
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
た
場
合
に
、
１
月
に

つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
運
動

器
機
能
向
上
加
算
、
栄
養
改
善
加
算
又
は
口
腔 く

う機
能
向
上
加
算
を
算
定
し

て
い
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
加
算
は
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

 
ヘ
 
（
略
）
 

 
ヘ
 
（
略
）
 

８
 
（
略
）
 

８
 
（
略
）
 

９
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 

９
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 

イ
 
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
指
定

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び

に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効

果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
18
年
厚
生
労
働
省
令
第

36号

。
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第

４
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
係
る
受
託
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
施
設
基
準
第

8
4
号
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届

出
を
行
っ
た
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
５
条
第
１
項
に

規
定
す
る
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事

イ
 
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
指
定

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び

に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効

果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
18
年
厚
生
労
働
省
令
第

36号

。
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第

４
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
係
る
受
託
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
施
設
基
準
第

84
号
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
に
届
け
出
た
単
独
型
・
併

設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
単
独
型
・
併
設

型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
又
は
共

用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
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業
所
を
い
う
。
）
又
は
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
８
条
第
１
項
に

規
定
す
る
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い

う
。
）
に
お
い
て
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
行
っ
た

場
合
に
は
、
当
該
施
設
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
利
用
者
の
要
支
援

状
態
区
分
に
応
じ
て
、
現
に
要
し
た
時
間
で
は
な
く
、
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
計
画
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

4
2
条
第
２
号
に
規
定
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
を
い

う
。
）
に
位
置
付
け
ら
れ
た
内
容
の
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
を
行
う
の
に
要
す
る
標
準
的
な
時
間
で
算
定
し
た
、
指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平

成
1
8
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

1
28
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

費
（
以
下
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
」
と
い
う
。
）
に

1
0
0
分
の

9
0を

乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
共
用
型
指
定
介

護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
指
定

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
施
設
基

準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
利
用
者
の
要
支
援
状
態
区
分
に
応
じ
て
、
現

に
要
し
た
時
間
で
は
な
く
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
（

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

42
条
第
２
号
に
規
定
す
る

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
を
い
う
。
）
に
位
置
付
け
ら
れ

た
内
容
の
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
行
う
の
に
要
す
る

標
準
的
な
時
間
で
算
定
し
た
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

18
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
128

号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

位
数
表
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
（
以
下
「
介
護
予
防
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
」
と
い
う
。
）
に

100
分
の

90
を
乗
じ
て
得
た

単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

 
ロ
～
ヘ
 
（
略
）
 

 
ロ
～
ヘ
 
（
略
）
 

1
0
・
1
1 

（
略
）
 

10
・
11 

（
略
）
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附
則
第
二
項
中
「
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
の
下
に
「
、
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
及
び
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定

施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
数
並
び
に
限
度
単
位
数
」
を
加
え
る
。 

附
則
第
三
項
中
「
「
市
町
村
長
」
と
」
の
下
に
「
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
費
及
び
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
当
該

サ
ー
ビ
ス
の
単
位
数
並
び
に
限
度
単
位
数
の
規
定
中
「
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
と
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の
（
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
当
該
方
法
に
よ
る
届
出

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
子
メ
ー
ル
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
と
す
る
。
以
下
「
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
」
及
び
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村

長
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
長
」
と
」
を
加
え
る
。
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